
 次 のと おり 一般 競争 入札 に付 する 。  

  令和 ７年 ３月 11 日 

 

１  入札 に付 する 事項 

(1) 件名 

   愛 媛県 庁本 庁舎 植木 維持 管理 業務 の委 託 

(2) 委託業務 名及 び数 量 

   愛媛 県庁 本 庁舎 植木 維持 管理 業務  一 式 

(3) 委託業務 の 内 容等 

   入 札説 明書 及び 仕様 書に よる 。 

(4) 委託 期間  

   令 和７ 年４ 月１ 日 か ら令 和８ 年３ 月 31日  

(5) 委託 業務 の履 行場 所 

   愛 媛県 庁本 庁舎 （県 庁西 駐車 場含 む）  

(6) 入札方法 

   落札 決定 に 当た って は、 入札 書に 記載 され た金 額に 当該   

金額の 10 パ ーセ ント に相 当す る額 を加 算 し た金 額（ 当該 額

に１円 未満 の端 数が ある とき は、 その 端数 金額 を 切 り捨 て   

るもの とす る。 ）を もっ て落 札価 格と する ので 、入 札者は

消費税 及び 地方 消費 税に 係る 課税 事業 者で ある か免 税 事業

者であ るか を問 わず 、見 積も った 契約 金 額 の 110 分の 100

に相当 する 金額 を入 札書 に記 載す るこ と。  

２  入 札に 参加 す る者 に必 要な 資格  

知事の 審査 を受 け、 令和 ５年 度か ら令 和７ 年度 まで の製

造の請 負 等に 係 る一 般競 争入 札に 参加 する 資格 を有 すると

認めら れ た業 者 で、 次の 事項 に該 当す る者  

(1) 地方 自治 法 施行 令（ 昭和 22年 政令 第 16号） 第 167 条の ４

の規定 に該 当し ない 者で ある こと 。  

(2) 県内 に営 業 拠点 を有 する 者で ある こと 。  

(3) 県庁 本庁 舎 の植 木剪 定を 行え る造 園・ 庭木 剪定 業者 であ

り、 執行 役員 の中 に 下 記 (4) 又は (5) の資格 を有 す る者が

1 名 以上 いる こと 。 



(4) 造園 施工 に 関し ての 専門 的な 技術 者（ １級 又は ２級 造園

施工 管理 技士 ）を 常時 雇用 して いる こと 。（ 派遣 、パ ー

ト、 アル バイ トは 除く ）  

(5) 植木 剪定 に関 して の専 門的 な技 術者 （１ 級造 園技 能士）

を常 時雇 用し てい るこ と。 （派 遣、 パー ト、 アル バイ トは

除く ） 

 (6) 法令 等の 定 めに よる 許認 可等 に基 づい て営 業を 行う 必要

があ る場 合に あっ ては 、そ の許 認可 等に 基づ く営 業で ある

こと を証 明し た者 であ るこ と。  

(7) ４ ( ３ ) ア に掲 げる 提出 期限 の日 から 落札 者の 決定 まで

の日まで の 間に 、知 事が 行う 入札 参加 資格 停止 の期 間中で

ない者で あ るこ と。  

３  入札 書の 提出 場所 等  

 (1) 入札 書の 提 出先 、契 約条 項を 示す 場所 、入 札説 明書 の交

付場 所及 び 問い 合わ せ先  

   愛媛県総務部総務管理局財産活用推進課施設管理グループ 

   〒 790-8570  

   愛媛 県松 山 市一 番町 四丁 目４ 番地 ２  

   電話  089-912-2153  

 (2) 入 札書 の提 出日 時 

   令和 ７年 ３ 月 26 日（ 水） 13 時 15 分 

 (3) 入 札説 明書 の交 付方 法  

   (1) に掲げ る場 所で 交付 する 。  

 (4) 開 札の 日時 及び 場所  

   令和 ７年 ３ 月 26 日（ 水） 13 時 15 分 

   愛 媛県 庁本 館１ 階  会議 室 

４  その 他 

 (1) 入 札及 び契 約手 続に おい て使 用す る言 語及 び通 貨  

   日 本語 及び 日本 国通 貨  

 (2) 保 証金 

  ア  入 札に 際 して は、 入札 者が 見積 もる 契約 金額 の 100 分

の５以 上 の入 札 保証 金を 納付 しな けれ ばな らな い。 ただ



し、指 定 金融 機 関、 指定 代理 金融 機関 又は 収納 代理 金融

機関が 振 出し 又 は支 払保 証を した 小切 手を もっ て入 札保

証金の 納 付に 代 える こと がで きる 。  

また、 過去 ２年 間に 、国 、地 方公 共団 体等 と同 種類 の

契約を 締結 し、 履 行し た実 績を 確認 でき る書 類の 提出 が

あり、 愛媛 県会 計 規則 （昭 和 45 年規 則第 18 号 。以 下、

「規則 」と いう 。 ）第 137 条の 規定 に該 当す ると 認め ら

れた者 につ いて は 、入 札保 証金 の納 付を 免除 する 。  

  イ  契 約に 際 して は、 契約 金額 の 10 分の １の 契約 保証 金を

納付し な けれ ば なら ない 。  

    た だし 、 規則 第 154 条に該 当す るも のと 認め られ た者

につい て は、 契 約保 証金 の納 付を 免除 する 。  

(3) 入 札者 に要 求さ れる 事項  

ア  こ の一 般 競 争入 札に 参加 を希 望す る者 は、 令和 ７年３

月 19 日 （水 ） 15 時 00 分ま でに ２ (3),(4) 及び (5) を 証明で

きる書 類を 提出 しな けれ ばな らな い。  

    な お、 知 事か ら当 該書 類の 内容 に関 し説 明を 求め られ

た場合 は 、こ れ に応 じな けれ ばな らな い。  

  イ  入 札書 は 封入 し て 提出 しな けれ ばな らな い。  

 (4) 入 札の 無効 

   ２に 掲げ る 資格 を有 しな い者 の提 出し た入 札書 及び 入札

者に 求め られ る 義務 を履 行し なか った 者の 提出 した 入札書

は、 無効 とす る 。 

 (5) 契 約書 作成 の要 否 

   要 

 (6) 落 札者 の決 定方 法 

   愛媛 県会 計 規則 第 133 条の規 定に 基づ いて 作成 され た予

定価 格の 制 限の 範 囲内 で最 低価 格を もっ て入 札を 行っ た者

を落 札者 と する 。 ただ し、 落札 者と なる べき 者の 入札 価格

によ って は 、そ の 者に より 当該 契約 の内 容に 適合 した 履行

がさ れな い こと と なる おそ れが ある と認 めら れる とき 、又

はそ の者 と 契約 を 締結 する こと が公 正な 取引 の秩 序を 乱す



こと とな る おそ れ があ って 著し く不 適当 であ ると 認め られ

ると きは 、 予定 価 格の 制限 の範 囲内 の価 格を もっ て入 札を

行っ た他 の 者の う ち最 低価 格を もっ て入 札を 行っ た者 を落

札者 とす る こと が ある 。  

   つい ては 、 次の 事項 に留 意す るこ と。  

  ア  調 査基 準 価格 が設 定さ れて いる こと 。  

  イ  調 査基 準 価格 を下 回る 入札 が行 われ た場 合は 落札 者の 

   決定 を保 留 し、 低入 札価 格調 査の 終了 後に 入札 結果 を通 

   知 する こと 。 

  ウ  低 価格 入 札者 は、 最低 価格 入札 者で あっ ても 必ず しも

落札者 と なら な い場 合が ある こと 。  

(7) その 他 

  詳細 は、 入 札説 明書 によ る。  


